
子 第 1 1 4 9 号  

平成 30 年 12 月 19 日  

 

 各市町村児童福祉主管課長 様 

 

岩手県保健福祉部子ども子育て支援課総括課長  

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等に規定する「知事が保育士又は保育教諭と 

同等の知識及び経験を有すると認める者」について 

標題の件について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成 25 年岩

手県規則第 55号）及び幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平

成 27年岩手県規則第４号）の廃止に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生

省令第 63号）及び幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準（平成 26

年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）に定める「知事が保育士又は保育教諭と同等の知識及び

経験を有すると認める者」を下記のとおり定めましたので通知するとともに、管内の保育所、幼保連携

型認定こども園、幼稚園等関係機関あて周知願います。 

記 

１ 保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18

年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園（認定こ

ども園法第３条第１項の規定に基づき認定を受けた保育所を除き、認定こども園の認定の要件を定

める条例の一部を改正する条例（平成 26 年岩手県条例第 100 号）による改正前の認定こども園の

認定の要件を定める条例（平成 18 年岩手県条例第 68号）第２条第１項第１号に規定する幼保連携

型認定こども園として就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律（平成 24年法律第 66 号）による改正前の認定こども園法第３条第３項の規定

に基づく認定を受けた幼稚園を含む。）において常時勤務を要する職員として１年以上保育に従事

した経験を有する者 

２ 児童福祉法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者（保育士を除く。） 

３ 平成 27 年５月 21 日雇児発 0521 第 18 号「子育て支援員研修事業の実施について」の別紙「子育

て支援員研修事業実施要綱」の「２．子育て支援員」に定める子育て支援員のうち、専門研修の「地

域保育コース」の共通科目及び選択科目の「地域型保育」を修了した者 

 

 

 

担 当 
子ども子育て支援課子育て支援担当 

  ℡：019-629-5460 


